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薬局機能情報提供制度に係る報告内容の確認について 

 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第８条の２第１項に

規定される薬局機能情報提供制度に基づき、本県では毎年１月から３月までを定期報告の

期間として定め、薬局開設者からの報告を受け付けているところです。 

また、同条第２項には、第１項に基づき報告した事項に変更が生じた場合には、速やかに

県へ報告することが義務付けられています。 

しかし、健康サポート薬局数や地域連携薬局、専門医療機関連携薬局数において、福岡県

薬局情報ネットで示される薬局数と実際の薬局数が乖離していることが確認されています。 

このことについて、「薬局情報提供制度における報告項目の確認のお願い」を別紙のとお

り作成しましたので、貴管内の（公社）福岡県薬剤師会会員以外の薬局に対して周知してい

ただきますようお願いします。 
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